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青
森
市
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
可
決
） 

  

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。 
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年
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青
森
市
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例 

 
本
市
内
に
立
地
す
る
企
業
は
、
中
小
企
業
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
及
び
職
種
に
お
い
て
市
内
経
済
を
根
幹
か
ら
支
え
、
地
域

の
ま
ち
づ
く
り
や
雇
用
、
災
害
時
の
助
け
合
い
な
ど
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
本
市
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。
地
域
経
済
の

活
性
化
が
企
業
の
利
益
や
所
得
の
増
加
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
り
、
本
市
の
租
税
収
入
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
市
民
へ
の
多
様
な
施
策
が
実
施
で
き

る
と
い
う
好
循
環
を
生
み
出
し
て
き
た
。 

し
か
し
、
近
年
の
国
境
を
越
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
展
と
そ
れ
に
伴
う
競
争
の
激
化
、
社
会
構
造
を
変
え
る
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
行
な

ど
、
経
済
を
取
り
巻
く
環
境
は
極
め
て
厳
し
い
状
態
に
置
か
れ
、
中
小
企
業
の
活
力
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
自
主
自
立
の
青
森
市
を
作
り
育
て
、
本
市
経
済
の
持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
に
は
、
中
小
企
業
の
意
欲
的
で
創
造
的
な

活
動
を
支
援
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
方
針
等
を
明
ら
か
に
し
、
本
市
経
済
の
中
核
を
な
す

中
小
企
業
が
生
き
生
き
と
躍
動
す
る
青
森
市
を
築
く
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
本
市
経
済
に
お
け
る
中
小
企
業
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
中
小
企
業
の
振
興
に
つ
い
て
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
市
の

責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
本
市
経
済
の
健
全
な
発
展
並
び
に
本
市
に
お
け
る
雇
用
の
場
の
創
出
及
び
市
民
生
活
の
安
定
向
上

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
本
市
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

中
小
企
業
の
振
興
は
、
中
小
企
業
者
の
自
主
的
な
努
力
と
創
意
工
夫
を
尊
重
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



２ 

中
小
企
業
の
振
興
は
、
豊
富
な
人
材
、
多
様
な
技
術
、
豊
か
な
自
然
そ
の
他
の
市
内
各
地
域
が
有
す
る
資
源
の
持
続
的
な
活
用
を
図
る
こ
と
に

よ
り
推
進
す
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
の
責
務
） 

第
四
条 
市
は
、
こ
の
条
例
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
は
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
中
小
企
業
者
、
中
小
企
業
に
関
す
る
団

体
及
び
市
民
と
協
力
し
、
効
果
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
は
、
工
事
の
発
注
、
物
品
及
び
役
務
の
調
達
等
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
の
適
切
な
執
行
に
留
意
し
つ
つ
、
中
小
企
業
者
の
受
注
の
機
会
の
増

大
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
中
小
企
業
者
の
努
力
） 

第
五
条 

中
小
企
業
者
は
、
経
営
の
革
新
（
中
小
企
業
基
本
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
の
革
新
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
経
営
基
盤
の
強

化
及
び
経
済
的
社
会
的
環
境
の
変
化
へ
の
即
応
の
た
め
に
、
自
主
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

中
小
企
業
者
は
、
市
が
実
施
す
る
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

中
小
企
業
者
は
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
、
地
域
社
会
と
の
調
和
を
図
り
、
緊
急
災
害
へ
の
対
応
を
は

じ
め
と
し
て
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
民
の
理
解
及
び
協
力
） 

第
六
条 

市
民
は
、
中
小
企
業
の
振
興
が
市
民
生
活
の
安
定
向
上
に
お
い
て
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
理
解
し
、
中
小
企
業
の
健
全
な
発
展
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
施
策
の
基
本
方
針
） 

第
七
条 

市
は
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
条
例
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

中
小
企
業
者
の
経
営
の
革
新
及
び
経
営
基
盤
の
強
化
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。 



二 

市
が
行
う
工
事
の
発
注
、
物
品
及
び
役
務
の
調
達
等
の
対
象
を
適
切
に
分
離
し
、
又
は
分
割
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
中
小
企
業
者
の
受
注
機

会
の
増
大
に
努
め
る
こ
と
。 

三 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
予

算
の
適
正
な
執
行
並
び
に
透
明
か
つ
公
正
な
選
定
手
続
及
び
当
該
公
の
施
設
の
効
果
的
な
管
理
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
、
中
小
企
業
者
の
参
入

機
会
の
増
大
に
努
め
る
こ
と
。 

四 

中
小
企
業
者
の
経
営
の
革
新
等
の
た
め
の
自
主
的
な
取
組
、
市
の
施
策
へ
の
協
力
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
の
状
況
等
を
適
切
に
評
価
し
、
積

極
的
な
活
用
に
努
め
る
こ
と
。 

五 

中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
、
協
力
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

（
議
会
へ
の
報
告
） 

第
八
条 

市
長
は
、
毎
年
度
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
八
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
分
の
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
係
る
議
会
へ
の
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

◇ 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 



 

提
案
理
由 

中
小
企
業
の
振
興
に
つ
い
て
基
本
理
念
を
定
め
、
市
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的

な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
本
市
経
済
の
健
全
な
発
展
並
び
に
本
市
に
お
け
る
雇
用
の
場
の
創
出
及
び
市
民
生
活
の
安
定
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
提

案
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 


